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自衛官募集

※新型コロナウイルス感染拡大の影響により、受付期間および試験日が変更・延期される場合があります。
　また、自衛官候補生は募集定員に達した時点で年度内の募集を終了する場合があります。
　詳しくは、自衛隊札幌地方協力本部滝川地域事務所までお問い合せください。
　電話：２２－２１４０　ホームページ：https : //www.mod.go.jp/pco/sapporo

砂川地区広域消防組合消防職員募集（令和６年度採用）

・勤 務 地　　砂川地区広域消防組合管内
・受験資格　　①～③の全てを満たす方
　　　　　　　①採用後、砂川地区広域消防組合管内の指定される市町に居住可能な方
　　　　　　　②普通自動車免許（ＡＴ限定不可）を取得されている方または取得見込みの方
　　　　　　　③平成１７年４月２日以降に生まれ、学校教育法による高等学校を令和６年３月に卒業見込
　　　　　　　　みの方
・登録人員　　若干名
・試 験 日　　令和５年１２月２日（土）
・採 用 日　　令和６年４月１日
・申　　込　　令和５年１１月１日（水）～１７日（金）までに下記へ（必着）
願書提出先・問合せ先
　〒０７３－０１５２
　　砂川市東２条北７丁目１番５号
　　　消防本部総務課職員係　０１２５－５４－２１９６
※　募集要項、申込書は砂川地区広域消防組合のホームページからダウンロードしてください。

狩猟期間中における道有林への入林自粛

　エゾシカ狩猟期間中（１０月１日から３月３１日まで）は、多くの狩猟者が道有林へ入林します。
　狩猟に伴う事故防止のため、この期間の狩猟目的以外での入林はお控えくださるようお願いします。
　エゾシカによる森林等被害を低減するため、皆様のご理解とご協力をお願いします。

お問い合わせ
空知総合振興局森林室管理課管理係
〒０６８－００４２　岩見沢市北２条西１２丁目１－７
電　話：０１２６－２２－１１５５（直通）
ＦＡＸ：０１２６－２２－１１８６

募集種目 資格 受付締切日 試験日

陸上自衛隊
高等工科
学校生徒

令和６年４月１日現在、
１５歳以上１７歳未満の
男子で、中学校卒業また
は中学校卒業見込みの者

（平成１９年４月２日から
平成２１年４月１日まで
の間に生まれた者）

令和５年１０月１日

令和６年１月５日

１次：令和６年１月１３日、１４日の指
定する１日（１３日は滝川市内にて実施
予定）
２次：令和６年１月２５日～２８日まで
の間の指定する１日

合格発表：令和６年２月８日

自衛官
候補生

（男子・女子）

１８歳以上
３３歳未満の者
現在３２歳の方は生年月
日により応募の可否が変
わります。
詳しくはお問い合わせく
ださい。

年間を通じて行って
おります。
第５回締切
令和５年１２月８日
第６回締切
令和６年１月１２日

第５回：令和５年１２月１６日、１７日
第６回：令和６年１月１９日、２０日
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年金相談・お手続きの際は、ぜひご予約を！

　日本年金機構の全国の年金事務所では、年金相談や年金請求手続きについて、「事前予約」を行っています。
お待たせ時間の少ない「予約相談」をぜひご利用ください。

◆予約相談希望日の前日まで受付しています。
◆お申し込みの際は、基礎年金番号がわかるもの（年金手帳や年金証書など）をご用意ください。
◆全国共通の予約専用受付電話までお申し込みください。

予約専用受付電話　（℡０５７０－０５－４８９０）
受付時間　月曜日から金曜日（平日）　午前８：３０～１７：１５

１１月３０日は「年金の日」です！

　厚生労働省では、「国民お一人お一人、「ねんきんネット」等を活用しながら、高齢期の生活設計に思いを
巡らしていただく日」として、１１月３０日（いいみらい）を「年金の日」としています。
　この機会に、「ねんきんネット」でご自身の年金記録や年金見込額を確認し、将来の生活設計について考
えてみませんか。
　「ねんきんネット」をご利用いただくと、パソコンやスマートフォンからいつでもご自身の年金記録を確
認できるほか、ご自身の年金記録からさまざまな条件を設定した上で、年金見込額の試算をすることもでき
ます。
　ご利用については、日本年金機構ホームページをご覧ください。

　○日本年金機構ホームページ（ねんきんネット）
　　https：//www.nenkin.go.jp/n_net/

　９月２９日（金）、ゆうあいの郷は応急手当優良事業所認定を更新しました。この制度は普通救命講習の
修了者が全従業員数の概ね３０％に達した事業所に対し認定証を交付する制度であり、認定要件を適正に維
持していると認めた場合２年毎に更新することができます。ゆうあいの郷は今回で９回目の更新となりまし
た。

　なお、奈井江・浦臼支署では普通救命講習を随時
受付しておりますので、詳細は救急係までお問い合
わせください。
（電話：０１２５－６５－２２５９）

ゆうあいの郷　応急手当優良事業所認定更新ゆうあいの郷　応急手当優良事業所認定更新ゆうあいの郷　応急手当優良事業所認定更新
＜砂川地区広域消防組合　奈井江・浦臼支署より＞＜砂川地区広域消防組合　奈井江・浦臼支署より＞＜砂川地区広域消防組合　奈井江・浦臼支署より＞



マイナンバーカードって何に使えるの？
　・対面での公的な顔写真付きの身分証明書として使用できます。（役場で住民票を請求するときなど）
　・オンラインでの身分証明書として使用できます。（e-Taxやマイナポータルなど）
　・医療機関や薬局などで健康保険証として利用できます。
　　※オンラインでの使用や健康保険証としての利用には、電子証明書を搭載する必要があります。

申請には４つの方法があります！
スマートフォン パソコン 郵便 証明用写真機

①スマホで顔写真を撮影
②スマホで交付申請書のＱ
Ｒコードを読み取る
③申請用ＷＥＢサイトでメ
ールアドレスを登録
④顔写真を登録、必要事項
を入力して申請完了！

①カメラで顔写真を撮影
②申請用ＷＥＢサイトでメ
ールアドレスを登録
③顔写真を登録、必要事項
を入力して申請完了！

①交付申請書に必要事項を
記入し、６ヶ月以内に撮
影した顔写真を貼り付け
て郵送して申請完了！

①タッチパネルで「個人番
号カード申請」を選択
②撮影料金を投入し、交付
申請書のＱＲコードをバ
ーコードリーダーにかざ
す
③必要事項を入力
④顔写真を撮影し送信して
申請完了！

カードの受け取りは本人が役場で！
　カードの申請から受取まで１～２ヶ月かかります。
　カードができたら役場から「マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書」（ハガキ）を郵
送します。
　ハガキが届いたら、次のものを持参して、本人が役場住民課住民係の窓口までお越しください。
なお、代理人による受け取りが可能な場合がありますので、外出が難しい方や通学等により本人の来庁が
難しい方は、住民課住民係へご相談ください。
　・マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書（ハガキ）
　・通知カード（お持ちの方のみ）
　・住民基本台帳カード又はマイナンバーカード（お持ちの方のみ）
　・本人確認書類（公的な顔写真付きのもの１点又は顔写真のないもの２点）

お問い合わせ
住民課住民係　電話：６８－２１１２
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詳しくは
マイナンバーカード
で検索してね

有料広告

だれでも食堂のご案内

作りましょう！マイナンバーカード

　浦臼の野菜をできるだけ使用して月に1回町民が開く、町民のための食堂です。
　混雑をさけるため、予約制での開催といたしますので、事前にお申し込みをお願いします。
　たくさんの方のご来場をお待ちしております。

日　　時：１１月１８日（土）１１:３０～１３:３０
　　　　　※１１：３０から３０分ごとの時間予約制です。
開催場所：ふれあいの家（中央団地敷地内）

※会場が使用できない場合は中止となります。

メニュー：五目おこわ、だし巻き卵、みそ汁
料　　金：大人２００円　１８歳以下無料
申 込 先：電話　０９０－２８１１－８１９６
　　　　　代表　鎌田　眞美


